
 

○富里市就学区域審議会条例（平成５年３月 25 日条例第 13 号）  

 

富里市就学区域審議会条例  

 

（設置）  

第１条  地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 138 条の４第３項の規

定により、富里市就学区域審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務）  

第２条  審議会は、教育委員会の諮問に応じ、市立の小学校又は中学校

の就学区域の設定及び変更について調査し、審議する。  

（組織）  

第３条  審議会は、委員 10 人以内で組織する。  

２  委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。  

(1) 市立の小学校及び中学校の校長  

(2) 市立の小学校及び中学校のＰＴＡ代表  

(3) 区長会代表  

(4) 学識経験者  

（任期）  

第４条  委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。  

２  委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

３  前条第２項第１号から第３号までの委員にあっては、その職を離れ

たときは、委員の資格を失うものとする。  

（会長及び副会長）  

第５条  審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員のうちから互選

する。  

２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３  副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けた

ときは、その職務を代理する。  

（会議）  

第６条  審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。  

２  審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことがで

きない。  

３  審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議



 

長の決するところによる。  

（参考意見等の聴取）  

第７条  審議会において、必要があると認めるときは、関係者の出席を

求め、意見又は説明を聴取することができる。  

（庶務）  

第８条  審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。  

（委任）  

第９条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、教育委員会が別に定める。  

 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成５年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行の際現に富里市学区編制審議会規則（昭和 56 年教育

委員会規則第２号）に基づき委嘱されている委員のうちこの条例の第

３条第２項各号に該当する者は、この条例の規定により委員に委嘱さ

れたものとみなす。  

附  則（平成 23 年６月 23 日条例第 15 号抄）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  


